
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
飲
酒
運
転
根
絶
重
点
区
域
の
指
定 

（
総
合
交
通
対
策
課
）　

　

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
保
安
林
の
指
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

（
防
災
砂
防
課
）　

　

三

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
認
可 

（
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

四

 
監
査
委
員

〇
定
期
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表 

四

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
十
三
号

　

宮
城
県
飲
酒
運
転
根
絶
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
八
十
六
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
飲
酒
運
転
根
絶
重
点
区
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
九
十
四
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

パ
ソ
コ
ン
要
約
筆
記
文
字
の
都
仙
台

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

福
元　

智
美

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
ヶ
岡
五
番
地

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
は
じ
め
と
し
た
Ｉ
Ｔ
機
器
を
有

効
に
活
用
し
て
、
障
害
者
・
高
齢
者
を
中
心
と
す
る
地
域
の
全
て
の
人
々
の
自
立

と
社
会
参
加
の
支
援
を
行
う
こ
と
、
及
び
そ
れ
ら
に
関
わ
る
人
材
を
育
成
す
る
こ

と
で
、
地
域
社
会
の
発
展
と
、
生
き
が
い
の
あ
る
誰
に
で
も
優
し
い
ま
ち
づ
く
り

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
十
五
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

（1）　 平成22年２月２日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2128号　　 
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飲
酒
運
転
根
絶
重
点
区
域

指　
　

定　
　

日

指　

定　

期　

間

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
三
丁
目
及

び
四
丁
目
並
び
に
国
分
町
一
丁
目

か
ら
三
丁
目
ま
で

石
巻
市
立
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目

並
び
に
中
央
二
丁
目

塩
竈
市
尾
島
町

大
崎
市
古
川
北
町
一
丁
目
、
古
川

台
町
及
び
古
川
東
町

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

事

業

所

番

号

〇
四
二
五
一
〇
一
〇
三
七

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

ハ
イ
ツ
小
松
島

仙
台
市
青
葉
区
小
松
島

二
丁
目
九
番
十
四
号

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

国
見
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年

二
月
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
九
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　

気
仙
沼
市
唐
桑
町
崎
浜
二
五
九
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）、
二
五
九
の
二
、
津
本
五
七
の
一
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
）、
五
七
の
二
、
竹
の
袖
二
五
の
一
、
二
五
の
二
、
本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
松
崎
一
三
、

一
六
の
二

二　

指
定
の
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
百
四
十
六
号

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
九
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

古
川
佐
沼
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
九
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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変　

更　

の　

区　

間

登
米
市
米
山
町
西
野
字
後
小
路
一
〇
番
地
先

か
ら

同
市
同
町
西
野
字
小
路
無
番
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後

　

Ａ
前　
　

Ｂ

　

Ａ
後　
　

Ｂ

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
四
・
〇
〜

 

二
一
・
六

　
　
　

一
四
・
〇
〜

 

二
一
・
六

一
二
・
四
〜

 

二
〇
・
〇

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

七
〇
・
〇

　
　
　

七
〇
・
〇

五
〇
・
〇

備　
　

考

　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

登
米
市
道
平

埣
線
と
の
重
複

区
間
に
つ
い
て

は
供
用
の
開
始

が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
す
。

変

更

の

区

間

登
米
市
南
方
町
新
高
石
浦
一
五
六
番
三
地
先
か
ら

同
市
同
町
新
高
石
浦
一
五
五
番
二
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

二
六
・
四
〜三
〇
・
六

二
六
・
四
〜二
八
・
〇

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
〇
・
〇

一
〇
〇
・
〇



〇
宮
城
県
告
示
第
百
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
指
定
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
一
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

三
百
四
十
六

号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

登
米
市
米
山
町
西
野
字
小
路
一
〇
番
地
先
か
ら

同
市
同
町
西
野
字
小
路
無
番
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
二
年

 

二
月
二
日

区
域
の
名
称

土
浮
山
沢
３

土
浮
山
沢
４

土
浮
山
沢
５

土
浮
山
沢
６

小
妻
坂
沢

小
妻
坂
沢
２

釜
沢
沢

土
浮
山
沢
７

土
浮
山
沢
８

指
ヶ
浜
の
１

指
ヶ
浜
の
２

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

区　

域　

の　

所　

在　

地

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
土
浮
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
土
浮
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
土
浮
山
、
同
町

大
字
円
田
字
釜
沢
（
次
の
図
の
と
お
り
）

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
土
浮
山
、
同
町

大
字
円
田
字
釜
沢
（
次
の
図
の
と
お
り
）

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
土
浮
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
土
浮
山
、
同
町

大
字
円
田
字
釜
沢
（
次
の
図
の
と
お
り
）

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
土
浮
山
、
同
町

大
字
円
田
字
釜
沢
（
次
の
図
の
と
お
り
）

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
土
浮
山
、
同
町

大
字
円
田
字
釜
沢
（
次
の
図
の
と
お
り
）

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
土
浮
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
指
ヶ
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
指
ヶ
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項次
の
図
の
と

お
り

次
の
図
の
と

お
り

縦　
覧　
場　
所

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
大
河
原
土
木

事
務
所

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
東
部
土
木
事

務
所

指
ヶ
浜
沢

指
ヶ
浜
沢

竹
の
入
沢

観
音
沢

小
乗
浜
の
沢

小
乗
浜
の
沢

小
乗
浜
の
沢

小
乗
浜
の
沢

大
原
の
１

小
乗
の
１

指
ヶ
浜
の
１

指
ヶ
浜
の
２

大
原
の
３

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

牡
鹿
郡
女
川
町
指
ヶ
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
指
ヶ
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
小
乗
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
小
乗
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
小
乗
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
小
乗
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
小
乗
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
指
ヶ
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
指
ヶ
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

縦　

覧　

場　

所



　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
指
定
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
蔵
王
町
土
地
改
良
区
が
行
う
土
地
改
良
事
業
（
平
沢
地
区
）
の
施
行
を
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十

六
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日

 

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

土　
　

井　
　
　
　
　

敏　
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査
委
員
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観
音
沢

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜（
次
の
図
の
と
お
り
）

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
17号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項

の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
条
同
項
の
規
定

に
基
づ
き
公
表
す
る
。

　
　
平
成
22年

２
月
２
日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
内
　
　
海
　
　
　
　
　
太
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
 々
 木
　
　
敏
　
　
克
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
21年

８
月
25日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
21年

12月
２
日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
�
　
企
業
局
公
営
事
業
課

　
　
�
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
仙
南
工
業
用
水
道
事
業
に
お
い
て
，
ダ
ム
管
理
負
担
金
が
一
部
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
，
建
設
仮
勘

定
の
累
積
が
続
い
て
い
る
の
で
，
事
業
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
国
等
と
の
調
整
を
図
り
，
最
終
的
な
方
針
を
早

期
に
決
定
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
�
　
措
置
の
内
容

　
仙
南
工
業
用
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
，
今
後
と
も
需
要
が
見
込
め
ず
事
業
化
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
こ
と
か

ら
，
11月

24日
の
政
策
財
政
会
議
に
お
い
て
事
業
廃
止
の
方
針
を
決
定
し
た
。

　
今
後
は
，
事
業
廃
止
に
向
け
関
係
省
庁
と
調
整
を
図
り
，
所
要
の
手
続
き
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
�
　
病
院
局
県
立
病
院
課

　
　
�
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

イ
　
各
病
院
の
入
院
収
益
等
に
お
い
て
，
過
年
度
未
収
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き
収
納
促
進
及
び
未

収
金
の
発
生
防
止
の
た
め
の
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

ロ
　
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー
の
設
備
更
新
工
事
に
お
い
て
，
予
算
科
目
の
計
上
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
。

ま
た
，
が
ん
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
，
固
定
資
産
の
除
却
費
用
の
計
上
漏
れ
が
認
め
ら
れ
た
の
で
改
善
さ
れ
た

い
。

　
　
�
　
措
置
の
内
容

イ
　
未
収
金
の
縮
減
対
策
に
つ
い
て
は
，「
病
院
事
業
未
収
金
取
扱
要
領
」
に
基
づ
き
，
平
成
21年

度
に
お
い

て
も
「
未
収
金
縮
減
対
策
実
施
計
画
」
を
作
成
し
，
当
課
及
び
３
病
院
が
重
点
的
に
取
り
組
む
べ
き
対
応
方

針
及
び
目
標
を
定
め
，
未
収
金
の
縮
減
対
策
を
一
層
強
化
し
て
い
く
。

　
未
収
金
の
収
納
促
進
に
つ
い
て
は
，
定
期
的
な
電
話
，
催
告
書
の
送
付
及
び
自
宅
訪
問
に
よ
る
督
促
等
に

よ
り
未
納
者
全
員
に
対
す
る
対
応
を
行
っ
て
い
る
が
，
本
年
度
は
，
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
強
化
月
間
に

つ
い
て
，
県
立
３
病
院
と
歩
調
を
合
わ
せ
，
12月

を
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
月
間
と
位
置
づ
け
，
未
納
者
に
対
し
，

納
付
や
継
続
納
付
の
働
き
掛
け
を
行
う
な
ど
，
効
果
的
な
徴
収
に
努
め
て
い
く
。

　
ま
た
，
債
権
分
類
結
果
を
基
に
，
昨
年
度
に
引
き
続
き
，
支
払
能
力
が
あ
り
な
が
ら
支
払
に
応
じ
な
い
未

納
者
に
対
す
る
法
的
措
置
を
講
じ
る
た
め
，
法
的
措
置
を
前
提
と
し
た
督
促
手
続
を
検
討
し
，
実
施
す
る
な

ど
，
督
促
，
訪
問
徴
収
等
の
強
化
を
行
う
と
と
も
に
，
宮
城
県
病
院
事
業
未
収
金
取
扱
要
領
に
基
づ
き
回
収

見
込
み
が
な
い
債
権
の
不
納
欠
損
処
分
を
行
う
こ
と
を
検
討
し
，
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
今
後
と
も
引
き
続
き
未
収
金
の
収
納
に
努
め
て
い
く
。

ロ
　
病
院
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
，
今
後
，
確
認
及
び
指
導
を
徹
底
す
る
。
ま
た
，
固
定
資
産
の
計
上
誤
り
及

び
固
定
資
産
除
却
費
の
計
上
漏
れ
に
つ
い
て
は
，
会
計
処
理
に
関
す
る
国
の
考
え
方
に
基
づ
き
，
平
成
21年
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度
に
お
い
て
特
別
損
益
に
計
上
す
る
な
ど
，
経
理
処
理
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
�
　
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー

　
　
�
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
入
院
収
益
等
に
お
い
て
，
未
収
金
の
縮
減
に
つ
い
て
努
力
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
，
な
お
過
年
度
の
未
収
金

が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
未
収
金
の
縮
減
に
当
た
っ
て
は
，
医
事
部
門
の
み
な
ら
ず
，
院
内
職
員
が
互
い
に
連
携

し
，
組
織
と
し
て
収
納
促
進
と
未
収
金
の
発
生
防
止
対
策
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

　
　
�
　
措
置
の
内
容

　
未
収
金
の
縮
減
対
策
に
つ
い
て
は
，「
病
院
事
業
未
収
金
取
扱
要
領
」
に
基
づ
き
，
平
成
21年

度
に
お
い
て

も
「
未
収
金
縮
減
対
策
実
施
計
画
」
に
定
め
た
重
点
的
に
取
り
組
む
べ
き
対
応
方
針
及
び
目
標
に
基
づ
き
，
未

収
金
の
縮
減
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
未
収
金
の
収
納
促
進
に
つ
い
て
は
，
医
事
業
務
嘱
託
員
と
と
も
に
，
日
常
的
な
納
入
相
談
，
電
話
・
訪
問
に

よ
る
督
促
等
に
加
え
，
休
日
も
含
め
た
自
宅
訪
問
を
行
う
と
と
も
に
，
年
２
回
の
強
化
月
間
を
設
け
，
集
中
的

な
催
告
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
，
本
年
度
は
，
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
強
化
月
間
に
つ
い
て
，
新

た
に
12月

を
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
月
間
と
し
，
未
納
者
に
対
し
，
納
付
や
継
続
納
付
の
働
き
掛
け
を
行
う
な
ど
，

効
果
的
な
徴
収
に
努
め
て
い
く
。

　
加
え
て
，
未
納
初
期
段
階
で
の
納
入
促
進
の
た
め
の
働
き
掛
け
も
実
施
し
て
い
る
。

　
未
収
金
の
発
生
防
止
に
つ
い
て
は
，
看
護
部
門
と
の
連
携
を
強
化
し
，
入
院
患
者
等
か
ら
の
医
療
費
納
入
相

談
の
迅
速
な
対
応
や
高
額
療
養
費
の
限
度
額
適
用
認
定
制
度
等
公
的
制
度
の
理
解
と
活
用
促
進
に
努
め
る
な

ど
，
院
内
職
員
が
互
い
に
連
携
し
て
未
収
金
の
縮
減
対
策
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
特
に
，
本
年
度
は
，
昨
年
度
法
的
措
置
実
施
の
検
討
過
程
で
納
付
の
確
約
を
取
り
付
け
た
多
額
未
納
者
か
ら

２
件
，
580,760円

の
納
付
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
ま
た
，
本
年
度
は
，
債
権
分
類
結
果
を
基
に
，
支
払
能
力
が
あ
り
な
が
ら
支
払
に
応
じ
な
い
未
納
者
に
対
す

る
法
的
措
置
を
講
じ
る
た
め
，
法
的
措
置
を
前
提
と
し
た
督
促
手
続
を
検
討
し
，
実
施
す
る
な
ど
，
督
促
，
訪

問
徴
収
等
の
強
化
を
行
う
と
と
も
に
，
宮
城
県
病
院
事
業
未
収
金
取
扱
要
領
に
基
づ
き
回
収
見
込
み
が
な
い
債

権
の
不
納
欠
損
処
分
を
行
う
こ
と
を
検
討
し
，
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
今
後
と
も
引
き
続
き
未
収
金
の
収
納
に
努
め
て
い
く
。

　
�
　
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

　
　
�
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

イ
　
入
院
収
益
等
に
お
い
て
，
過
年
度
の
未
収
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き
収
納
促
進
と
未
収
金
の
発

生
防
止
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

ロ
　
貯
蔵
品
（
診
療
材
料
）
に
つ
い
て
，
棚
卸
し
に
よ
る
在
庫
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
た

の
で
，
今
後
適
正
に
管
理
さ
れ
た
い
。

ハ
　
医
療
機
器
の
購
入
契
約
に
お
い
て
検
収
調
書
を
作
成
し
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発

し
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
�
　
措
置
の
内
容

イ
　
未
収
金
の
縮
減
対
策
に
つ
い
て
は
，「
病
院
事
業
未
収
金
取
扱
要
領
」
に
基
づ
き
、
平
成
21年

度
に
お
い

て
も
「
未
収
金
縮
減
対
策
実
施
計
画
」
に
定
め
た
重
点
的
に
取
り
組
む
べ
き
対
応
方
針
及
び
目
標
に
基
づ
き
，

未
収
金
の
縮
減
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
未
収
金
の
収
納
促
進
に
つ
い
て
は
，
医
事
業
務
嘱
託
員
に
加
え
，
診
療
科
の
特
性
も
考
慮
し
，
未
納
者
の

状
況
に
精
通
し
て
い
る
看
護
職
員
等
と
と
も
に
，
日
常
的
な
納
入
相
談
，
電
話
・
訪
問
に
よ
る
督
促
等
に
加

え
，
休
日
も
含
め
た
自
宅
訪
問
を
行
う
と
と
も
に
，
年
２
回
の
強
化
月
間
を
設
け
，
集
中
的
な
催
告
を
行
う

こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
，
本
年
度
は
，
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
強
化
月
間
に
つ
い
て
，
新
た
に
12月

を

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
月
間
と
し
，
未
納
者
に
対
し
，
納
付
や
継
続
納
付
の
働
き
掛
け
を
行
う
な
ど
，
効
果
的
な

徴
収
に
努
め
て
い
く
。

　
未
収
金
の
発
生
防
止
に
つ
い
て
は
，
未
収
金
が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
，
入
院
時
や
外
来
患
者

に
，
医
療
費
の
支
払
方
法
や
高
額
療
養
費
等
の
公
費
負
担
制
度
な
ど
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
い
，
理
解
と
制

度
の
活
用
を
促
し
て
い
る
。
ま
た
，
外
来
患
者
が
，
現
金
の
持
ち
合
わ
せ
が
な
い
等
の
理
由
で
支
払
え
な
い

場
合
に
は
，
後
納
願
い
の
提
出
を
徹
底
し
，
次
回
来
院
時
に
収
納
が
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
る
。

　
特
に
，
現
年
度
未
収
金
に
つ
い
て
は
，
早
期
の
納
入
を
働
き
掛
け
る
こ
と
で
，
過
年
度
未
収
金
と
な
る
額

を
少
な
く
す
る
よ
う
努
め
て
い
く
。

　
当
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
，
現
在
も
入
院
中
の
高
額
未
納
者
に
よ
る
未
収
金
の
増
加
が
セ
ン
タ
ー
全
体
の

未
収
金
の
増
加
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
お
り
，
本
年
度
は
，
こ
れ
ら
の
者
を
含
め
，
債
権
分
類
結
果
を
基

に
，
支
払
能
力
が
あ
り
な
が
ら
支
払
に
応
じ
な
い
未
納
者
に
対
す
る
法
的
措
置
を
講
じ
る
た
め
，
法
的
措
置

を
前
提
と
し
た
督
促
手
続
を
検
討
し
，
実
施
す
る
な
ど
，
督
促
，
訪
問
徴
収
等
の
強
化
を
行
う
と
と
も
に
，

宮
城
県
病
院
事
業
未
収
金
取
扱
要
領
に
基
づ
き
回
収
見
込
み
が
な
い
債
権
の
不
納
欠
損
処
分
を
行
う
こ
と
を

検
討
し
，
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
今
後
と
も
引
き
続
き
未
収
金
の
収
納
に
努
め
て
い
く
。

ロ
　
財
務
規
則
に
基
づ
き
実
地
棚
卸
し
を
行
い
，
在
庫
管
理
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

ハ
　
物
品
購
入
事
務
に
つ
い
て
は
、
財
務
規
則
に
基
づ
い
た
執
行
を
行
う
と
と
も
に
、
今
後
、
検
収
調
書
の
作

成
漏
れ
が
な
い
よ
う
院
内
に
お
け
る
確
認
に
つ
い
て
徹
底
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

　
�
　
が
ん
セ
ン
タ
ー

　
　
�
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
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入
院
収
益
等
に
お
い
て
，
未
収
金
の
縮
減
に
つ
い
て
努
力
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
，
な
お
過
年
度
の
未
収
金

が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き
収
納
促
進
と
未
収
金
の
発
生
防
止
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
�
　
措
置
の
内
容

　
未
収
金
の
縮
減
対
策
に
つ
い
て
は
，「
病
院
事
業
未
収
金
取
扱
要
領
」
に
基
づ
き
、
平
成
21年

度
に
お
い
て

も
「
未
収
金
縮
減
対
策
実
施
計
画
」
に
定
め
た
重
点
的
に
取
り
組
む
べ
き
対
応
方
針
及
び
目
標
に
基
づ
き
，
未

収
金
の
縮
減
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
未
収
金
の
収
納
促
進
に
つ
い
て
は
，
医
事
業
務
嘱
託
員
と
と
も
に
，
日
常
的
な
納
入
相
談
，
電
話
・
訪
問
に

よ
る
督
促
等
に
加
え
，
休
日
も
含
め
た
自
宅
訪
問
を
行
う
と
と
も
に
，
年
２
回
の
強
化
月
間
を
設
け
，
集
中
的

な
催
告
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
，
本
年
度
は
，
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
強
化
月
間
に
つ
い
て
，
新

た
に
12月

を
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
月
間
と
し
，
未
納
者
に
対
し
，
納
付
や
継
続
納
付
の
働
き
掛
け
を
行
う
な
ど
，

効
果
的
な
徴
収
に
努
め
て
い
く
。

　
加
え
て
，
未
納
初
期
段
階
で
の
納
入
促
進
の
た
め
の
働
き
掛
け
も
実
施
し
て
い
る
。

　
未
収
金
の
発
生
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
，
入
院
時
に
お
い
て
支
払
方
法
や
高
額
療
養
費
の
限
度
額
適
用
認
定

制
度
に
つ
い
て
チ
ラ
シ
等
に
よ
り
理
解
促
進
に
努
め
て
い
る
ほ
か
，
入
院
中
の
患
者
等
に
対
し
て
は
，
看
護
部

門
，
病
棟
ク
ラ
ー
ク
，
Ｍ
Ｓ
Ｗ
及
び
医
事
班
に
よ
る
打
合
せ
を
随
時
行
う
な
ど
，
未
収
金
発
生
防
止
に
向
け
た

連
携
強
化
を
図
っ
て
い
る
。

　
あ
わ
せ
て
，
本
年
度
は
，
債
権
分
類
結
果
を
基
に
，
支
払
能
力
が
あ
り
な
が
ら
支
払
に
応
じ
な
い
未
納
者
に

対
す
る
法
的
措
置
を
講
じ
る
た
め
，
法
的
措
置
を
前
提
と
し
た
督
促
手
続
を
検
討
し
，
実
施
す
る
な
ど
，
督
促
，

訪
問
徴
収
等
の
強
化
を
行
う
と
と
も
に
，
宮
城
県
病
院
事
業
未
収
金
取
扱
要
領
に
基
づ
き
回
収
見
込
み
が
な
い

債
権
の
不
納
欠
損
処
分
を
行
う
こ
と
を
検
討
し
，
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
今
後
と
も
引
き
続
き
未
収
金
の
収
納
に
努
め
て
い
く
。


